
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん・生活習慣病対策課 
 





事 業 概 要

第１節 健康づくり対策

１ 「健康あおもり２１」の推進

（１）策定の趣旨

少子・高齢社会を迎え、すべての県民が健康で明るく元気に生活できる社会を実

現するため、壮年期死亡の減少、日常的に介護を必要としないで自立した生活がで

きる期間（健康寿命）の延伸を図ることを目的として、生活習慣の改善に関する具

体的な目標値を設定し、総合的な県民の健康づくり運動として推進していくために、

青森県健康増進計画「健康あおもり２１」を平成１３年１月に策定した。

（２）性格と役割

ア 青森県基本計画未来への挑戦「がんの克服をはじめとした健康寿命アップの推

進」の実現に向けて、壮年期死亡者数等を減少させ、健康寿命の延伸を図る。

イ 健康の保持増進は、県民一人ひとりが自己の健康観に基づき主体的に取り組む

必要があることから、こうした個人の努力と併せて、社会全体で個人の健康づく

りを総合的に支援する環境づくりを推進する。

（３）期間

運動の期間は、平成２４年度までの１２年間である（平成１９年度に計画の見直

しを行い、計画期間を２年延長した 。）

（４）基本方針

ア 一次予防の重視

イ 目標値・行動目標の設定と評価

健康づくり関係者が保健・医療に関する重要な課題を選択し、それぞれの課題

に対して取り組むべき具体的な目標を設定し、目標達成のための諸施策の成果を

評価し、その後の健康づくり運動に反映する。

ウ 健康づくり支援のための環境整備

行政関係者をはじめ、マスメディア、企業、学校、関係団体等と連携を図りな

がら、効果的に運動を推進する。

（５）策定内容

「健康寿命の延伸」を目的とし、生活習慣病とこころの健康づくりに関する、９

領域について目標値と行動目標等を設定した。

また、健康寿命に関する各種調査研究結果から 「喫煙防止対策 「肥満予防、 」

対策 「自殺予防対策」を重点項目とした。」

① 栄養・食生活

② 身体活動・運動

③ こころの健康づくり

④ たばこ

⑤ アルコール

⑥ 歯の健康
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⑦ 糖尿病

⑧ 循環器病

⑨ がん

（６）推進体制

運動の推進にあたっては、広く関係者が協力して、継続的に運動を進めるために、

「めざせ長寿作戦本部」を中核とした推進体制で進めている。

また、市町村においては、それぞれの市町村の健康課題に優先順位づけをし、そ

の実践のための目標設定、目標達成のための具体的行動計画等を総合的に盛り込ん

だ市町村健康増進計画を策定し、推進している。

（推進組織と実施状況）

① めざせ長寿作戦本部

県民の健康づくりに関する総合的な施策の推進と、健康づくりに関する県民

運動の展開を図るため、知事を本部長とし、健康づくりに関係する学識経験者、

保健医療従事者、関係団体、行政関係者で構成される「健康あおもり２１」推

進の中核組織である。

② 健康寿命アップ会議

作戦本部で示された基本指針に基づき、健康寿命に係る現状と課題の整理及

び健康づくりについて、関係団体が共通の目的意識を持ち、継続的で協調のと

れた実践的な運動推進について検討・実施する組織である。

＜平成２２年度の開催状況＞

日 時 平成22年10月25日（火）13時～15時

出席者 23名

内 容 行政説明「健康あおもり21の概要」について

講話「青森県民の平均寿命アップのために」講師 中路重之会長

意見交換：県民の意識・知識レベル向上にむけた活動、子どもの

頃からの教育の大切さ等の意見が出された。

③ 健康寿命アップ計画推進委員会

「健康あおもり２１」の推進状況の評価、健康（平均）寿命に係る課題の整

理、現行施策の分析や評価方法等について検討する組織である。

＜平成２２年度の開催状況＞

日 時 平成22年8月31日（火）15時～17時

出席者 25名

○全体会

内 容 行政説明「健康あおもり21の推進」について

・経過及び現状値等取組状況、最終評価に向けた調査について

（栄養・運動 （糖尿病・循環器病 （がん・たばこ （こころ・アルコール （歯科）○部会 ） ） ） ）

意見交換：現状値の把握方法の確認及び追加項目の提案 など

（７）評価指標の現状値の把握

平成２４年度最終評価に向けて平成２２年度は 「青森県県民健康・栄養調査」、

及び「歯科疾患実態調査」を実施した。
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① 平成２２年度青森県県民健康・栄養調査

・調査内容：栄養摂取状況調査、生活習慣調査、身体状況調査（血液検査）

・調査地区：１２地区

・被調査世帯・人数：３３８世帯・８５１人

② 歯科疾患実態調査

・調査内容：歯の健診及び歯の健康に関するアンケート

・調査地区：１２地区

・被調査世帯・人員：３３８世帯・３１９人

（８）総合的地域診断手法定着事業

地域保健に係る様々な情報を総合的に捉えて地域を診断し、複雑多様化する健康

課題に対応した的確で効果的な健康施策を推進するため、特定健診・特定保健指導

データの集計・分析を行う補助ツールを作成するとともに、モデル市町村での試行

を行い、地域診断の手法の確立と普及定着に向けた研修会等を実施した。

① 地域診断手法定着事業説明会 ２回

② 地域診断手法定着事業に係る研修会 ２回

③ 地域診断手法定着事業検討会 １回

④ モデル市町村（五所川原市、つがる市、平内町、東北町、田子町、田舎館村、

風間浦村の７市町村）における特定健診・特定保健指導データの集計・分析の

実施

⑤ 県によるモデル市町村支援

⑥ 健診・面談データ活用ツールの改訂

２ 領域毎の事業の実施状況等

（１）栄養・食生活

昭和４０年代から市町村及び関係団体の協力の下に積極的に減塩対策を推進して

おり、食塩摂取量は減少傾向となっている。県民健康・栄養調査によると平成８年

の県民一人１日あたりの食塩摂取量１４.１ｇから、平成１７年には１１．０ｇと

なり、目標とする１０ｇ未満に近づきつつある。

一方、朝食欠食率、肥満者出現率が高まる傾向にあることから、県民がバランス

のよい食生活で、適正体重を維持できることを目指して、平成２２年度は次の業務

を実施した。

① 国民健康・栄養調査の実施

健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に基づいて以下のとおり実施した。

・ 調 査 内 容：栄養摂取状況調査、生活習慣調査、身体状況調査(血液検査)

・ 調 査 地 区：１地区（つがる市）

・ 被調査世帯・人員：２４世帯、７２人

② 健康増進法に係る食品表示の指導

健康増進法に基づく国の認可が必要な特別用途食品及び特定保健用食品、栄

養表示基準や誇大表示の禁止について、食品表示に関わる他法担当部署と連携

し、研修会の講師を務めたり、事業者への指導を行っている。また、住民に対
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しては適切な栄養量の摂取等のために、栄養表示の活用を図るとともに、不足

している栄養素の補完を目的とした活用に努めてもらうこと等を周知している。

青森市内の事業者に対する指導は青森市保健所が管轄している。

③ 外食栄養成分表示店定着促進事業

外食利用者の増加に伴い、県民が自らの食事量を管理して健康増進、肥満予

防を図るために外食料理栄養成分表示店定着促進事業を実施している。

第１表 保健所別外食栄養成分表示店の状況 （平成23年3月末現在 単位：店）

保健所名 表示店数 表示店市町村内訳

東地方保健所 ５４ 平内町４、外ヶ浜町５、蓬田村１ （青森市４４）

弘前保健所 ４５ 弘前市２０、黒石市１９、藤崎町１、田舎館村１、

板柳町１、大鰐町３

八戸保健所 ２０ 八戸市１５、おいらせ町２、南部町２、五戸町１

五所川原保健所 １２ 五所川原市３、鶴田町２、つがる市２、深浦町３、

鰺ヶ沢町１、中泊町１

上十三保健所 ２４ 十和田市８、三沢市９、七戸町３、東北町２、野辺地町１、

六戸町１

むつ保健所 ３６ むつ市２７、大間町２、東通村２、佐井村３、風間浦村２

計 １９１

※営業を廃止した店舗は計上していない。

④ 給食施設栄養管理指導

健康増進法により、保健所の栄養指導員が特定給食施設等の栄養管理につい

て巡回指導、研修会を実施している。

青森市内の施設指導は青森市保健所が管轄している。

・巡回指導：対象施設数７７４か所、指導施設数２７７か所（指導率35.8％）

概ね１回５０食以上または１日１００食以上の給食施設を対象

・研 修 会：回数１１回 参加者数７６３人

管理栄養士を置かなければいけない指定給食施設数１４か所を対象

⑤ 市町村栄養改善業務支援事業

県民に対する一般的な栄養指導を担う市町村が、円滑に栄養改善事業を推進

できるよう、市町村行政栄養士を対象としたスキルアップ研修会、保健所単位

による市町村関係者の連絡調整会議・研修会を実施した。

また、保健所では市町村の栄養改善事業の支援を行っている。

スキルアップ研修会 実施回数：３回、参加者数：８６人

連絡調整会議・研修会 実施回数：１０回、参加者数：１１５人

⑥ 食生活改善推進員の組織育成・活動支援

食生活改善推進員は市町村単位の組織で活動しているが、県は県組織である

青森県食生活改善推進員連絡協議会の活動を支援し、保健所は管轄市町村食生

活改善推進員会が実施する事業が円滑に行われるよう、調整や助言、事業の支
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援を行い、食生活改善推進員の資質の向上を図っている。

また、保健所は市町村が実施する食生活改善推進員の養成講座への支援も行

っており、会員の確保にも努めている。

県では学童期のむし歯予防対策事業を青森県食生活改善推進員連絡協議会に

委託した。

第２表 保健所単位食生活改善推進員数（平成23年4月1日現在 単位：人）

計 東地方 弘前 八戸 五所川原 上十三 むつ 青森市

2,980 120 660 727 496 625 219 133

⑦ 市町村栄養士の配置状況（平成23年4月1日現在）

２８市町市町村の栄養改善業務を担う行政栄養士（臨時職員等を含む）は、

配置されている。このうち、正職員として管理栄養士が配置されて村に４６名

いる市町村は、１４市町村となっている。

⑧ 栄養士・調理師養成施設状況（平成23年4月1日現在）

管理栄養士養成施設：１施設 入学定員30人 （青森市１）

栄 養 士 養 成 施 設：４施設、入学定員270人（青森市１、弘前市３）

調 理 師 養 成 施 設：７施設、入学定員370人（昼間部350人、夜間部20人）

（青森市３、弘前市１、八戸市２、おいらせ町１）

（２）身体活動・運動

本県は、全国に比べて肥満者の出現率が高い状況にあり、肥満は動脈硬化、心臓

病、糖尿病、高血圧等の生活習慣病の発症と深く関係をもっていることから、運動

習慣を広く県民に普及し、肥満の解消と健康増進を図ることが重要である。

子どものころの生活習慣は継続しやすく、また、妊娠・出産・子育ての時期は、

親は子どものために行動変容しやすい時期であることに着目し、子と親という２世

代を対象とした肥満予防(歩育（運動 ・食育（食事）)に向けた重点的な取組を行）

い、適切な生活習慣の親子を増加させるため市町村・地域・関係機関が連携しなが

ら取り組んでいくための環境整備を進めていくことを目的に次の事業を実施した。

① 保育所・幼稚園(栄養士未配置)における給食を通じた食育支援

栄養士未配置の保育所・幼稚園に対し、栄養士を派遣して食育の支援を行う。

（青森県栄養士会に委託）

・実施回数：５２回

② 保育所・幼稚園を対象とした歩育等運動指導研修会

・実施回数： ７回

・受講延人数：３１２人

③ 歩育事例の普及

歩育に関する取組を実施した事例について、県ホームページに掲載するととも

に、県内保育所・幼稚園に周知した。
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（３）たばこ

たばこは、肺がん等多くの疾患の危険因子であり、喫煙者だけでなく周囲の非喫

煙者にも被害を及ぼすことから、生活習慣病の予防意識と禁煙の普及啓発を図るた

め、各保健所において、小・中・高校生や事業所等を対象とする防煙・禁煙教室、

地域住民、学校保健関係者及び職場の管理者等に対する研修会や検討会を実施し、

喫煙による健康被害の知識の普及啓発を行った。

また、健康あおもり推進隊『空気クリーン施設（受動喫煙防止対策実施施設 』）

推進事業として、県民の健康にとって良好な環境を提供するために、受動喫煙防止

対策を実施している施設の認証制度を実施した。

① 防煙・禁煙教室 実施回数 １３回（受講延人数 ８６８人）

② 研修会・検討会 研修会実施回数 ８回（受講延人数 ９９０人）

検討会実施回数 １０回（受講延人数 １０４人）

③ 普及啓発活動 ＤＶＤやスモーカーライザー（呼気中一酸化炭素濃度測定

器）等の教育媒体の貸し出し及びパンフレットの配布

④ 空気クリーン施設（ ）平成22年度認証施設件数 １８３件空気もメジャー店含む

⑤ 未成年者喫煙防止対策検討会

学校・地域関係者等が未成年者の喫煙防止に関するそれぞれの役割を認識し、

取り組みを推進できるようなしくみづくりの場とする。

・実施回数： ２回 （委員数：１５名）

第３表 空気クリーン施設（空気もメジャー店含む）認証施設件数

⑥ 禁煙治療医療機関従事者研修会

禁煙治療を効果的に実施することが、禁煙の成功率につながることから看護師、

医師等従事者全体に対する研修会を開催した。

施設種別 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
閉店等によ

る登録除外
計

官公庁 ２０ １９ ２４ １ ３ ７ １３ ４ ８３

文化施設 ５ ２ ８ １ １ ５ １０ ３２

教育・保育施設 ２５５ １１０ ５７ ４３ ５７ １１ ７２ １３ ５９４

医療施設（機関） ６６ ２６３ ４２ １５８ ８９ ７２ ４９ ２０ ７１７

福祉・介護施設 ６ ４ ２ １ ４ ２ ８ ２７

体育施設 　 ４ ２ １１ １ ５ ２ ２１

事業所 ４ １９ １１ ９ ４ ３ ８ ７ ５１

飲食店 　３８ １５ ３３ １１ １０ １０ ７ ４ １５ １１３

宿泊施設 １ １ １ １ ２ ２

その他の施設 ７ １３ ９ ５ １１ ７ ６ ２ ５６

タクシー ８ ８

総　計 ３８ ３８３ ４６５ １７６ ２２８ １８０ １１６ １８３ ６５ １,７０４
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実施回数： １回

受講者数： ９０名

⑦ 親子の喫煙防止推進事業

妊娠・出産のため禁煙した親が再び喫煙しないよう、新生児訪問を通じた適切

な指導体制の整備を図るため 「新生児訪問に係る助産師・訪問看護師等研修、

会」を実施した。

・実施回数： ６回

・延参加者数： １６１人

（４）歯の健康

① 歯科保健の現状

本県の幼児や学童におけるむし歯有病者率は、年々、改善傾向にはあるが、依

然として全国平均よりも高く、県民の生涯における歯の健康保持に影響を与えて

いる。

また、障害者においては、その障害により、健常者と同等の歯科保健医療サー

ビスが受けられない状況にある。

県では、このような現状の改善をめざし、市町村をはじめとする関係機関及び

関係団体との連携のもとに、幼児期から老年期までライフステージ毎の歯科保健

対策や障害児者に対する歯科保健対策の促進を図るとともに、各種基盤整備に努

め、県民一人ひとりの「生涯を通じた歯の健康づくり」の推進を図っている。

第４表 幼児のむし歯有病者率の年次推移 （単位：％）

区 分 青 森 県 全 国

１歳６か月児 ３歳児 １歳６か月児 ３歳児

平成17年 ４．７９ ４４．０３ ３．０７ ２８．０１

平成18年 ４．３６ ４４．４０ ２．９８ ２６．６４

平成19年 ４．１１ ４０．１６ ２．８４ ２５．８６

平成20年 ４．０９ ３９．３０ ２・６６ ２４．５６

平成21年 ３．４７ ３７．４９ ２．５３ ２２．９６

② 歯科保健事業の実施状況

ア 歯科保健対策事業

むし歯予防及び「８０２０（ハチマルニイマル）運動」の普及啓発を目的と

し、市町村や関係団体の協力のもと、全県的に「歯の衛生週間」を実施すると

ともに 「母と子のよい歯のコンクール」や「よい歯のシニア・コンテスト」、

を開催し、優秀者の表彰を行った。

また、県内歯科保健従事者の資質の向上と歯科保健活動の充実を図るため、

歯科保健指導者研修会を開催した。

○歯の衛生週間：平成２２年６月４日～１０日

パンフレット・新聞広告等による普及啓発
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歯科健康診査、健康相談、歯科保健指導、講演等の実施

○母と子のよい歯のコンクール参加者数：母子１５９組

表彰者数：最優秀賞１組、優秀賞２組、

優良賞４組

○よい歯のシニア・コンテスト参加者数：１５人

表彰者数：優秀賞５人（うち会長賞１人 、）

優良賞１０人

○歯科保健指導者研修会参加者：７２人

イ ８０２０運動推進特別事業

地域における８０２０運動の普及啓発と歯科保健対策の円滑な推進体制の整

備を目的とし、青森県歯科医師会の協力を得て、以下の事業を実施した。

ⅰ 「歯周疾患対策事業」の実施（青森県歯科医師会に委託）

歯周疾患と糖尿病により発症した合併症との関係について調査を実施した。

また、歯周疾患と糖尿病性合併症との関連調査結果等を踏まえ、医学及び

歯学それぞれの視点から研修会を開催した。

○事業内容： 歯周疾患対策検討委員会・

開催回数：１回（委員数：９名）

歯周疾患実態調査・

調査対象者：１５２名

医療従事者研修会・

青森市で開催（参加者数：７１名）

（５）アルコール

平成１３年度県民健康調査によると、多量飲酒者（１日に平均純アルコールで

６０ｇ（日本酒で約３合）を超えて飲酒する人）は、４０代、５０代の男性が目立

っており、全国平均の約４倍（男性）と高率である。

アルコールは依存を形成し、肝障害、膵炎、糖尿病などの内臓障害のみならず、

脳や精神・神経障害を引き起こすなど、重大な健康障害をもたらすことから、節度

ある適度な飲酒の知識の普及をあらゆる機会をとらえて図っていく必要がある。

第２節 がん対策

１ がん検診の推進

①主要死因別にみた死亡の状況

本県の３大死因であるがん、脳血管疾患、心臓病のうち、がんについては昭和57年

以降死亡原因の第１位となっており、以後も増加傾向が続いている。

また、75歳未満の年齢調整死亡率を全国と比較すると、本県は、男女計で人口10万

人当たり98.4人（全国平均84.4人）と最も高い状況となっている。
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第５表 本県における三大死因の死亡率の推移（厚生労働省人口動態統計）

第６表 平成21年がんの75歳未満年齢調整死亡率

（ 独）国立がん研究センターがん対策情報センター75歳未満 ）（ 年齢調整死亡率

部位別男女別死亡率では、男が肺、胃、大腸 の順に、女は大腸、胃、肺の順（※）

に、死亡率が高い状況が続いている。

※結腸と直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸を含む （以下同じ）。
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第７表 がん（悪性新生物）の部位別男女別死亡率の推移（厚生労働省人口動態統計）

（死亡率は人口１０万対、構成比はがんによる死亡者数に対する部位別死亡者数の割合）

年次 17 18 19 20 21 構 成 比 ％

部位 男女別 計

肺 男 91.6 90.1 96.1 94.8 99.8 23.8

女 23.6 26.3 31.9 30.2 29.8 12.0 19.1

大腸 男 47.5 51.6 55.2 59.4 55.7 13.3

女 37.4 39.5 37.7 43.4 39.1 15.8 14.3

胃 男 65.2 63.4 71.0 65.8 67.0 16.0

女 29.8 32.0 35.6 32.8 32.1 13.0 14.8

肝臓 男 37.0 37.0 35.6 35.4 35.0 8.3

女 16.8 16.0 18.3 19.9 14.4 5.8 7.3

膵臓 男 25.7 26.6 31.5 30.2 26.3 6.3

女 21.1 20.3 25.1 26.3 25.1 10.1 7.8

食道 男 19.8 20.3 20.7 19.8 20.6 4.9

女 2.0 2.1 2.4 2.0 2.3 0.9 3.3

子宮 女 8.2 9.1 8.5 10.1 9.7 3.9 1.6

乳房 女 17.1 21.6 20.6 20.3 19.2 7.8 3.1

その他 男 113.9 109.2 110.8 118.2 115.6 27.4

女 64.8 71.6 64.6 70.8 75.6 30.7 28.7

合計 男 400.7 398.2 420.9 423.6 420.0 100.0

女 220.8 238.5 244.7 255.8 247.3 100.0 100.0

がん検診の受診状況については、平成21年度より「女性特有のがん検診推進事業」

が開始となったことにより、子宮がん及び乳がんの受診者数が伸びている。

胃、大腸のがん検診は、受診者数及び受診率とも漸減傾向にあるが、平成21年度の

受診率の全国順位は、それぞれ３位、４位となっている。

第８表 がん検診受診状況（厚生労働省地域保健・健康増進事業報告）

21受診率年 度 １７ １８ １９ ２０ ２１

全国順位区 分

102,047人 99,619人 98,355人 93,254人 94,930人胃 が ん 受診人員

受 診 率 ３位26.3％ 25.5％ 24.6％ 21.8％ 21.9％

44,453人 43,314人 43,765人 41,232人 51,811人子宮がん 受診人員

受 診 率 17位33.6％ 26.2％ 26.5％ 23.6％ 25.8％

114,612人 106,479人 107,406人 93,924人 96,911人肺 が ん 受診人員

受 診 率 19位29.6％ 27.4％ 26.9％ 22.0％ 22.4％

35,406人 33,062人 35,045人 22,951人 31,284人乳 が ん 受診人員

受 診 率 21位31.6％ 26.7％ 27.1％ 20.3％ 18.8％

114,409人 116,053人 118,717人 112,021人 114,717人大腸がん 受診人員

受 診 率 ４位29.3％ 29.5％ 29.4％ 26.0％ 26.3％

（※全国順位は、数値の大きい順）

-68-



②がん検診の周知

ア がん検診受診率向上に向けた広報資料の配付

・ がん検診のススメ」２０，０００部を配布「

・ がんを知ろう」３０，０００部を配布「

イ テレビ広報

がん予防について

・ＲＡＢ「活彩あおもり」

・平成２２年３月６日 ７：４５～８：００

ウ がんを知る展の開催

・パネル展示、乳がん触診体験コーナーの設置

・来場者２，０７７人

２ がん医療等対策

（１）がん診療連携拠点病院機能強化事業

がん診療連携拠点病院において、地域の医療機関との緊密な連携体制の構築、院

内がん登録事業の整備・充実、地域の医療従事者に対する研修など、地域における

がん診療連携拠点としての機能の充実を図るための事業を行う。

なお、現在、県内では６か所（県立中央病院、弘前大学医学部附属病院、八戸市

立市民病院、三沢市立三沢病院、むつ総合病院、十和田市立中央病院）が、がん診

療連携拠点病院として指定されている。

（２）がん情報サービス構築事業

がんに関する正しい知識を広く県民に情報発信するために必要な、がん医療機能

情報やがん相談等に関するデータベースを構築し、県民自らが、がんと闘えるシス

テムの一つとして開設した、がん情報サイト「青森県がん情報サービス」の充実を

図る。

（３）がん登録促進事業

がんの罹患率や生存率など、がん対策の評価及び企画立案にとって重要なデータ

となるがん登録の充実を図るため、がん登録実務者研修の実施等を行う。

３ 肝炎対策

国内最大の感染症である肝炎について、平成２０年度から肝炎治療医療費助成制度

を創設するとともに、検査から治療まで継ぎ目のない仕組みを構築するため、医療機

関での無料肝炎検査事業を実施している。

なお、平成２２年度から核酸アナログ製剤による治療が新たに助成対象となった。

（単位：件）第９表 肝炎治療医療費助成補助実施状況

年 次 20 21 22

290 568認定件数 475
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第１０表 無料肝炎ウイルス検査事業実施状況（ただし青森市実施分を除く）

（単位：人、件）

年 度 Ｂ型 Ｃ型検査件数

陽性の可能性が極めて(実人数) 数 検査件数検査件数 陽性件

高いと判定された件数

２０ 588 555 8 581 16

２１ 542 534 8 538 13

２２ 396 389 7 390 13

第３節 がん以外の生活習慣病対策

がん、心疾患、脳血管疾患のいわゆる三大生活習慣病による死亡は、総死亡の約6割

を占める。また、糖尿病は、網膜症や腎症等の合併症の要因となるうえ、脳血管疾患や

心疾患などの危険因子ともなる。これら４疾病は、平成１９年に施行された改正医療法

により、医療計画において、医療連携体制を構築することとなった。

１ 脳卒中対策

本県の脳血管疾患による死因のうち約６割は脳梗塞、次いで脳内出血、くも膜下出

血の順となっている （厚生労働省人口動態統計）これら脳卒中は、救急対応の必要。

な疾患であり、特に発症後早期の治療が重要となるため、発症早期から脳卒中の専門

的医療が提供できる体制の構築が求められている。併せて、脳卒中についての正しい

知識の普及や食生活・運動等生活習慣の改善に向けた啓発活動を行うこととしている。

２ 心疾患対策

本県では、毎年約２，５００人が心疾患で死亡しており、そのうち約３割が急性心

筋梗塞による死亡となっている。

急性心筋梗塞は、高血圧、高脂血症、喫煙、糖尿病等が原因となる動脈硬化により、

その危険性が高まることから、発症予防のためには生活習慣の改善と適切な治療管理

が重要である。

そのため、県民が急性心筋梗塞の予防や兆候について正しく理解し、発作時に適切

な対応をとることができるよう普及啓発を行うほか、急性期病院とその他の医療機関

との連携を促進するため、医療の連携充実強化や再発防止につながる対策を進めてい

くこととしている。

３ 糖尿病対策

平成１８年度糖尿病調査によると、青森県の糖尿病患者は、全国に比べ血糖コント

ロールがよくない人が多く、糖尿病発症後や血糖コントロールが不良になってから、

生活習慣を改善したり糖尿病の知識を増やす場合が多い。糖尿病の発症予防や合併症

予防のためには生涯を通じて良好な生活習慣の継続が大切であることから、子どもの

ころから望ましい生活習慣を獲得できるよう親子で楽しむ運動メニューの普及や保健
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教材による啓発を行ってきた。

また、糖尿病を発症した人が、その症状に応じた最適な専門治療を切れ目なく受け

られるために、糖尿病を専門的に治療できる医療機関と一般診療所との間において患

者の紹介・逆紹介が円滑に行われるような、糖尿病に関する病診・診診連携システム

の構築を進めることとしている。
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